
愛知県医療療育総合センター発達障害研究所競争的研究費等事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 愛知県医療療育総合センター発達障害研究所（以下「本研究所」という。）における競争

的研究費を中心とした公募型の研究資金（以下「競争的研究費等」という。）の取扱いについては、

会計に関する法令又は他の要領等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 研究者  競争的研究費等の研究代表者及び研究分担者をいう。 

（２） 直接経費 競争的研究費等の事業の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な

経費をいう。 

（３） 間接経費 競争的研究費等による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、

競争的研究費等を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するた

めの経費をいう。 

（４） 研究経理担当職員 間接経費により雇用した競争的研究費等事務補助者をいう。 

（競争的研究費等に係る諸手続） 

第３条 本研究所は、競争的研究費等に係る諸手続として次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

（１） 応募・交付申請、又は受託契約等に係る手続に関すること。 

（２） 交付申請書又は受託契約書等の記載内容の変更に係る手続に関すること。 

（３） 実績報告に係る手続に関すること。 

（４） 研究成果報告に係る手続に関すること。 

（５） 間接経費に係る事務手続に関すること。 

（競争的研究費等の受領） 

第４条 研究者は、競争的研究費等の受領を最高管理責任者に委任するものとする。 

（競争的研究費等の通知） 

第５条 最高管理責任者は、競争的研究費等を受領したときは、研究者に通知するものとする。 

（直接経費の委任） 

第６条 研究者は、直接経費の経理を最高管理責任者に委任する。 

（直接経費の管理） 

第７条 直接経費の管理及び経理事務は、統括管理責任者が行う。 

２ 統括管理責任者は、直接経費を最高管理責任者又は統括管理責任者の名義で直ちに預金しなけ

ればならない。 

（帳簿） 

第８条 統括管理責任者は、直接経費について収支簿を備え、研究課題別にその収支状況を常に把

握するとともに、その費目別の使途を明らかにしなければならない。 

（競争的研究費等の経理等） 

第９条 研究者は、研究に必要な物品の購入及び役務行為並びに研究又は調査のために出張を要す

るときは、発注連絡票若しくは出勤表等、又は旅行命令書に競争的研究費等で支出することを明記

し、統括管理責任者に提出するものとする。 

２ 前項による競争的研究費等の支払いは、支出金調書により、統括管理責任者の決裁を経て行う

ものとする。 

３ 競争的研究費等の直接経費の支払いに係る口座振込手数料は、間接経費から支出するものとす

る。 

４ 発注業務は、原則として、研究経理担当職員が行うものとし、研究企画調整科の事務担当者が

補佐するものとする。ただし、１品５０万円未満かつ１契約の合計が１００万円未満の物品につい

ては、研究者又は研究者から委任を受けた者が発注業務を行うことができる。その際、発注先選択



の公平性、発注金額の適正性の説明責任、弁償責任等の会計上の責任は、研究者に帰属するものと

する。 

５ 検収業務は、原則として、納品前に研究経理担当職員が行うものとし、研究企画調整科の事務

担当者が補佐するものとする。ただし、納入業者が研究者へ直接納品した場合には、研究者は、研

究経費担当職員に連絡し、検収を受けるものとする。 

（取得備品の寄附の受入及び管理） 

第１０条 研究者は、直接経費により購入した備品（１件３万円以上）又は図書（以下「備品等」

という。）を、購入後直ちに愛知県に寄附するものとする。この場合において、受託研究により取

得した備品等については、所有権が本研究所に帰属するため、統括管理責任者の名前で寄附するも

のとする。ただし、図書の場合にあっては、研究上の支障がなくなる時に寄附するものとする。 

２ 前項の寄附手続は、愛知県が定める様式で寄附の申込を行うものとする。 

３ 研究所は、研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて、第１項

の規定により寄附した備品等を当該研究者に返還する手続を行うものとする。 

４ 研究者が直接経費により購入した備品等を、購入後直ちに寄附することにより、研究上の支障

が生じる場合であって当該研究者が寄附の延期を希望する場合には、本研究所を通じて、競争的研

究費等の配分機関の承認を得るものとする。 

５ 厚生労働科学研究費補助金等により取得した５０万円以上の備品等については、寄附を行う前

に厚生労働大臣又は研究費配分機関の長に報告しなければならない。 

６ 第１項の規定により寄附した備品等の管理については、本研究所の責任において、５０万円未

満は備品として、５０万円以上は資産として適切に管理するものとする。 

（間接経費の譲渡） 

第１１条 研究者は、間接経費の交付を受けたときは、最高管理責任者に譲渡しなければならない。 

（間接経費の受入） 

第１２条 最高管理責任者は、研究者から間接経費の譲渡を受けたときは、直ちに本研究所の収入

として受け入れるものとする。 

（間接経費の使途） 

第１３条 間接経費は、競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針（平成１７年３月２３日付

け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）別表１に掲げる使途に使用するものとし、最

高管理責任者は必要に応じて使途の内容について聴取することができるものとする。 

（間接経費の執行） 

第１４条 間接経費は、当該年度内に全額を執行するものとする。 

２ 間接経費は、他の経費とは明確に区分し、使途の透明性を確保しなければならない。 

３ 間接経費は、他の経費と混同して使用してはならない。ただし、最終の支出において端数を整

理する場合は、この限りではない。 

４ 間接経費で購入した備品は統括管理責任者の名前で直接経費の場合と同様に購入後直ちに寄附

するものとする。 

（間接経費の管理） 

第１５条 間接経費の管理及び経理事務は、統括管理責任者が行う。 

２ 最高管理責任者は、年度終了後、文部科学省に間接経費の使用実績を報告するものとする。 

（間接経費の送金） 

第１６条 研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者が他の研究機関に所属することと

なる場合には、最高管理責任者は、当該他の研究機関が間接経費の譲渡を受け入れないこととして

いる場合を除き、直接経費の残額の３０パーセントに相当する額の間接経費を当該他の研究機関に

送金するものとする。 

（経理事務） 

第１７条 統括管理責任者は、直接経費の経理事務を、この要綱に定めるもののほか、愛知県の会

計事務諸規則に準じて取り扱うものとする。 



２ 統括管理責任者は、間接経費の経理事務を、この要綱に定めるもののほか、愛知県の会計事務

諸規則に基づき取り扱うものとする。 

（証拠書類の保管) 

第１８条 競争的研究費等の収支を明らかにした証拠書類は、研究種目別及び研究代表者別に整理

の上、競争的研究費等の交付を受けた年度終了後５年間保管するものとする。 

（監査） 

第１９条 競争的研究費等の適正な執行を確保するため、研究費の不正使用に関する取扱規程に基

づき監査を実施するものとする。 

（事務処理及び経費使用に関する相談窓口） 

第２０条 競争的研究費等の事務処理、経費使用に関する規則等について、研究所内外からの相談

を受ける窓口として、研究企画調整科に担当者を置く。 

（雑則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、競争的研究費等の取扱いに関し必要な事項は、最高管理

責任者が別に定めるものとする。 

第２２条 財団、企業等の研究助成金は、団体等が定める使用ルールのほか、この要綱を準用するも

のとする。 

附則 

この要綱は、平成１９年１１月１日から実施し、平成１９年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成２２年１０月１日から実施し、平成２２年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成２４年 ３月１日から実施し、平成２３年１０月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成２７年３月３１日から実施し、平成２６年１０月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成２９年７月１日から実施する。 

附則 

この要綱は、平成３１年３月１日から実施する。 

附則 

この要綱は、令和２年８月１日から実施する。 

附則 

この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 


